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「重要事項説明書」 

 

１． サービス内容 

  サービス内容は、初回訪問時に利用者・家族とコーディネーターが相談のうえ 

援助計画を作成します。以後毎月サービス内容を調整していきます。 

 

２． サービス時間と料金 

（１） 利用料金 

自立支援・公的制度サポートについては、基本的には、現金等後払いです。1日より月

末までを翌月 10日までに請求し、20日までに集金いたします。 

子育て支援（一時預かり）については、基本的には、当日お支払いいただきます。 

 

① 料金体系は、以下の通りです。 

 

＜自立支援＞ （1時間あたり）          ≪2009年 4月 1日改定≫ 

 6：00～9：00 

（時間外） 

9：00～17：00 

（時間内） 

17：00～22：00 

（時間外） 

22：00～6：00 

（時間外、深夜早朝） 

平日 1,500円 1,200円 1,500円 1,800円 

土・日・祝祭日 1,800円 1,500円 1,800円 2,250円 

特別休暇 2,250円 1,800円 2,250円 2,700円 

 

 ＜公的サポート＞ （1時間あたり） 

☆ 介護保険・居宅介護利用者 

     ≪生活援助≫ 

 6：00～9：00 

（時間外） 

9：00～17：00 

（時間内） 

17：00～22：00 

（時間外） 

22：00～6：00 

（時間外、深夜早朝） 

平日 1,875円 1,500円 1,875円 2,250円 

土・日・祝祭日 2,250円 1,875円 2,250円 2,800円 

特別休暇 2,800円 2,250円 2,800円 3,375円 
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     ≪身体介護≫ 

 6：00～9：00 

（時間外） 

9：00～17：00 

（時間内） 

17：00～22：00 

（時間外） 

22：00～6：00 

（時間外、深夜早朝） 

平日 3,125円 2,500円 3,125円 3,750円 

土・日・祝祭日 3,750円 3,125円 3,750円 4,700円 

特別休暇 4,700円 3,750円 4,700円 5,625円 

 

☆ 介護予防利用者 

 6：00～9：00 

（時間外） 

9：00～17：00 

（時間内） 

17：00～22：00 

（時間外） 

22：00～6：00 

（時間外、深夜早朝） 

平日 1,875円 1,500円 1,875円 2,250円 

土・日・祝祭日 2,250円 1,875円 2,250円 2,800円 

特別休暇 2,800円 2,250円 2,800円 3,375円 

 

②  

③ 利用時間は、1時間以上から 30分単位で利用できます。 

 

④ 当日やむを得ず延長になった場合には、延長料金をいただきます。 

15分以上延長の場合は 30分の料金（1時間あたりの半額）、45分以上延長の場合は 

1時間の料金となります。 

 

④ 利用時間が、時間内・外にまたがる場合、トータルのケア時間を考慮しながら、それ

ぞれの時間区分で請求します。 

 

⑤ 実施地域外でのご利用の場合は、事務所より半径 2.5km以上の地域で交通費がかかり

ます。（1kmに付き 100円） 

通常の実施地域 東大和市内全域、 

        小平市（小川西町・栄町・小川町・上水新町・中島町） 

        東村山市（回田町・富士見町） 

        立川市（若葉町・幸町） 

 

⑥ 特別休暇中は原則として休みですが、利用される場合は特別料金となります。 

事業者の特別休暇は、年末年始（12/29～1/4）・夏季休暇(8/12～8/16）・ゴールデン
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ウィーク（4/29～5/5）です。 

一時預かり ・・・成人の方（自立支援）の場合（1時間あたり）        

 9：00～17：00 

＜平日＞ 1200円   

＜平日時間外＞ 

＜土・祝祭日＞ 
1500円 

＜特別休暇中＞ 1800円 

⑦ 利用時間は、1時間以上から 30分単位で利用できます。 

⑧ 前日、午後 5時までに時間変更のご連絡がなかった場合、未実施分も料金の対象にな

ります。 

⑨ 日曜日は原則として、ご自宅での訪問になります。一時預かりの場合は、別途 

  管理費がかかります。 

⑩ 特別休暇中は原則として休みですが、利用される場合は特別料金となります。 

事業者の特別休暇は、年末年始（12/29～1/4）・夏季休暇（8/12～8/16）・ゴールデン

ウィーク（4/29～5/5）です。 

 

 

（2） キャンセル料は、利用者のご都合で中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

 

 ①前日午後 5時まで事務所にご連絡いただいた場合     無料 

 ②前日午後 5時以降事務所にご連絡いただいた場合     利用料金の 1時間分 

 

（３） 交通費がかかる場合があります。 

 

３． その他 

 子育て支援での昼食については、原則として保護者の方に用意していただきます。 

※ 地域のたすけあいのしくみづくりを進めていくために、 

賛助会員（年会費 1口 1,000円以上）としてご協力くださいますようお願い致します。 


